
世田谷区

（１）日中サービス支援型共同生活援助の有無

（２）自立支援協議会への日中サービス支援型共同援助に関する事業報告・評価状況

基幹相談支援
センター

委託相談
支援事業所数

指定一般相談
支援事業所数 指定特定相談

支援事業所数

指定障害児
相談支援
事業所数地域移行 地域定着

設置済

【名称】　世田谷区自立支援協議会

【設置年月】　平成19年10月

【運営方法】　委託

【組織図】　

【地域生活支援拠点等の整備状況】　

開設の有無 開設時期

開設予定あり －

【日中サービス支援型共同生活援助の有無】　

設けている

【相談支援体制の整備状況】　

5 10 9 43 27

－

整備状況

検討中

整備時期

－

整備類型
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（１）委員構成

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

丸山　　晃 東洋大学客員研究員 学識経験者

会長 鈴木　敏彦 和泉短期大学児童福祉学科教授 学識経験者

齋藤　幸夫 総合福祉センター その他

田村　康二朗 光明学園 教育関係機関

霜崎　敏一 東京商工会議所 雇用関係機関

中島　浩志 ハローワーク渋谷 雇用関係機関

副会長 荻野　陽一 世田谷ミニキャブ区民の会 障害当事者・家族・関係団体

阪田　純 世田谷区手をつなぐ親の会 障害当事者・家族・関係団体

日暮　裕子 世田谷ホームヘルプサービス 障害福祉サービス等事業者

野村　武夫 世田谷さくら会 障害当事者・家族・関係団体

和田　敏子 ケアセンター　ふらっと 障害福祉サービス等事業者

天野　実千代 ちぐさホーム 障害福祉サービス等事業者

西村　周治 障害者就労支援センター　すきっぷ 障害福祉サービス等事業者

藤田　　文 デイサービスにじのこ 障害福祉サービス等事業者

金川　洋輔 サポートセンターきぬた   地域移行コーディネーター 相談支援事業者

横山　晃久 自立生活センターHANDS世田谷 相談支援事業者

野々村　武志 烏山福祉作業所 障害福祉サービス等事業者

中川　邦仁丈 相談支援センター　あい 相談支援事業者

山形　一郎 重症心身障害児療育相談センター　あけぼの学園 相談支援事業者

杉山　真生子 地域生活支援センターMOTA　 相談支援事業者

林　　幹則 すまいる梅丘 障害福祉サービス等事業者

橋元　晶子 玉川砧薬剤師会 医療関係者

米山　ゆき子 玉川歯科医師会

八木　亮 世田谷区薬剤師会

医療関係者

医療関係者

宮崎　　祐 玉川医師会

中嶋　智仁 世田谷区歯科医師会

医療関係者

医療関係者

堀江 ゆかり 青鳥特別支援学校　PTA 

矢野　一郎 世田谷区医師会

教育関係機関

医療関係者

備　考

行政職員(都） 0 その他 8

合　計

種　別

44 　

相談支援事業者

教育関係機関 2

委員名簿

役　職 氏　名 所　属

地域住民 0 行政職員(区市町村)

1 法曹関係者 1

虐待防止・差別解消・権利擁護部会 2

烏山エリア自立支援協議会 2

地域移行部会 3

玉川エリア自立支援協議会 1

砧エリア自立支援協議会

障害当事者・家族・関係団体 3 身体・知的障害者相談員 0

全体会 委員数

全体会の活動回数及び委員数 専門部会の活動回数及び委員数

【全体会及び専門部会の活動回数及び委員数】　

5

※「委員数」の（　　）：当事者の立場で委員に就任されている方の人数（再掲）

種　別

学識経験者

種　別

【全体会の委員構成及び活動内容】　

人　数

2 医療関係者 9 保健所 1

人　数 種　別

民生・児童委員 1

　

2

障害福祉サービス等事業者 7 社会福祉協議会

委員数

11

部会名 回数

（1）

21 （0）

回数 世田谷エリア自立支援協議会 2 （1）15

14 （0）

21 （1）

人　数

雇用関係機関 2 企業 0

2

21 （0）

17 （0）

2

北沢エリア自立支援協議会 2（1）44
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№

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

（２）活動内容

（１）委員構成

　 　 　 　　 15 　 14 　

0 0

21 21 17

　

5

0 0 0 0 0

0 1 0 1 0

0 1 0 0 0

3 5 3 4 6

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

その他

計

行政職員(区市町村)

行政職員(都）

民生・児童委員

地域住民

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

5 4 5 5

障害当事者・家族・関係団体

身体・知的障害者相談員

雇用関係機関

企業

世田谷エリア
自立支援
協議会

北沢エリア自
立支援協議会

玉川エリア自
立支援協議会

砧エリア自立
支援協議会

烏山エリア自
立支援協議会

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

社会福祉協議会

法曹関係者

相談支援事業者

障害福祉サービス等事業者 4 2 11 9 3

1 1 1 1 1

0 0 0

・「誰もがいつかは高齢者」をテーマに障害のある方の地域での生活を考えるシンポジウムを開催した。
・各エリア、部会からの活動報告等を受け、全区的な課題の抽出、協議を行った。
・相談支援ワーキンググループにおいて、平成３０年の報酬改定に対応した計画相談作成マニュアルの
更新を行った。
・世田谷区における５年後の子ども支援の姿をテーマとした子どもワーキンググループの設置をした。

【専門部会の委員構成及び活動内容】　

　　　　部　会

　　種　別

保健所

教育関係機関

学識経験者

医療関係者

0 0 0 0

1 0 0 1 2

0

辻　　佳織 世田谷保健所長

清水　昭夫 烏山総合支所　保健福祉センター所長

松本　公平 障害福祉担当部長

行政職員(区市町村)

行政職員(区市町村)

保健所

野瀬　千亜紀 自立支援協議会地域移行部会

松本　俊一 自立支援協議会虐待防止・差別解消・権利擁護部会 兼務（再掲）

その他

その他

吉岡　一樹 砧エリア自立支援協議会

山本　和弘 烏山エリア自立支援協議会

その他

その他

岡田　裕也 北沢エリア自立支援協議会

西谷　久美子 玉川エリア自立支援協議会

その他

その他

小林　喜美江 世田谷区民生委員児童委員協議会

徳永　宣行 世田谷エリア自立支援協議会

民生・児童委員

その他

松本　俊一 弁護士

田邊　仁重 世田谷区社会福祉協議会

法曹関係者

社会福祉協議会

大沼　扶美江 都立松沢病院社会復帰支援室

菊池　真寿美 日産厚生会玉川病院相談室

医療関係者

医療関係者

今井　めぐみ 世田谷区訪問看護ステーション連絡会 医療関係者

役　職 氏　名 所　属 種　別 備　考
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№
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

（２）活動内容

（１）委員構成

　 　 　 　　 15 　 14 　

0 0

21 21 17

　

5

0 0 0 0 0

0 1 0 1 0

0 1 0 0 0

3 5 3 4 6

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

その他

計

行政職員(区市町村)

行政職員(都）

民生・児童委員

地域住民

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

5 4 5 5

障害当事者・家族・関係団体
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企業
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協議会
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玉川エリア自
立支援協議会

砧エリア自立
支援協議会

烏山エリア自
立支援協議会

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

社会福祉協議会

法曹関係者

相談支援事業者

障害福祉サービス等事業者 4 2 11 9 3

1 1 1 1 1

0 0 0

・「誰もがいつかは高齢者」をテーマに障害のある方の地域での生活を考えるシンポジウムを開催した。
・各エリア、部会からの活動報告等を受け、全区的な課題の抽出、協議を行った。
・相談支援ワーキンググループにおいて、平成３０年の報酬改定に対応した計画相談作成マニュアルの
更新を行った。
・世田谷区における５年後の子ども支援の姿をテーマとした子どもワーキンググループの設置をした。

【専門部会の委員構成及び活動内容】　

　　　　部　会

　　種　別

保健所

教育関係機関

学識経験者

医療関係者

0 0 0 0

1 0 0 1 2

0

辻　　佳織 世田谷保健所長

清水　昭夫 烏山総合支所　保健福祉センター所長

松本　公平 障害福祉担当部長

行政職員(区市町村)

行政職員(区市町村)

保健所

野瀬　千亜紀 自立支援協議会地域移行部会

松本　俊一 自立支援協議会虐待防止・差別解消・権利擁護部会 兼務（再掲）

その他

その他

吉岡　一樹 砧エリア自立支援協議会

山本　和弘 烏山エリア自立支援協議会

その他

その他

岡田　裕也 北沢エリア自立支援協議会

西谷　久美子 玉川エリア自立支援協議会

その他

その他

小林　喜美江 世田谷区民生委員児童委員協議会

徳永　宣行 世田谷エリア自立支援協議会

民生・児童委員

その他

松本　俊一 弁護士

田邊　仁重 世田谷区社会福祉協議会

法曹関係者

社会福祉協議会

大沼　扶美江 都立松沢病院社会復帰支援室

菊池　真寿美 日産厚生会玉川病院相談室

医療関係者

医療関係者

今井　めぐみ 世田谷区訪問看護ステーション連絡会 医療関係者

役　職 氏　名 所　属 種　別 備　考

（2）活動内容

その他 1 3

行政職員(区市町村) 3 7

行政職員(都） 1 0

民生・児童委員 0 0

相談支援事業者 5 2

障害福祉サービス等事業者 1 4

障害当事者・家族・関係団体 0 1

計 　 11 　 21

地域住民 0 0

社会福祉協議会 0 1

法曹関係者 0 1

身体・知的障害者相談員 0 0

雇用関係機関 0 0

企業 0 0

保健所 0 0

教育関係機関 0 0

学識経験者 0 1

医療関係者 0 1

　　　　部　会
地域移行部会

虐待防止・差
別解消・権利
擁護部会　　種　別

玉川エリア自立支援協
議会

・年間テーマ「活動拠点に求める機能の明確化」
・毎月の運営会議及びエリア協議会（１回）を実施。
・支援は多くある一方で、必要な情報が伝わらない、支援につながらない現
状を再確認した。分野をこえた連携のために、協議会、研修会等により、つ
ながっていくこと、既存の支援の整理を進めていくことを目的に、継続的に
活動していく。

砧エリア自立支援協議
会

・年間テーマ「制度の切れ目を埋めよう！」
・高齢、成人、子どもの３グループに分かれそれぞれサブテーマを設定。高
齢⇒「相談支援専門員と介護支援専門員の連携」、成人⇒「医療と福祉の
連携」、子ども⇒「教育と福祉の連携」
・上記テーマに基づき年２回のエリア協議会を実施し地域課題の抽出を
行っている。

部会名称 活動内容

世田谷エリア自立支援
協議会

・年間テーマ「障害のある方が世田谷地域で長く暮らしていくことを考える」
・「障害のある方の８０５０問題」「障害のある子をもつ高齢家族への働きかけ
を考える」をテーマに年２回のエリア協議会を実施。
・エリア自立支援協議会の中に「相談支援部会」「生活支援部会」を立ち上
げ、事例検討を行いエリア協議会、自立支援協議会本会へ向けた地域課
題の抽出を行っている。

北沢エリア自立支援協
議会

・年間テーマ「北沢地域をずっと住みたい町にしよう」「北沢エリアでもっと楽
しく暮らすには」
・年間テーマに基づき年２回のエリア協議会を実施し地域で生活する上で
の地域課題の抽出や商店街との繋がりを意識した働きかけを行っている。
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エリア自立支援協議会での事例検討に関する事項

各エリア自立支援協議会からの報告に関する事項

【地域協議会の活動状況】　

１　協議会の協議事項

① 相談支援事業の運営体制に関すること

③ 地域移行・地域定着支援に関すること

⑤ 困難事例等の解決に向けた検討に関すること

⑥ 関係機関や他分野のネットワークに関すること

⑦ 社会資源の開発及び改善に関すること

⑧ 障害者差別解消法や条例、権利擁護に関すること

⑩ 障害福祉計画等に関すること

各エリア自立支援協議会からの報告に関する事項

虐待防止・差別解消・権利擁護部会からの報告に関する事項

第５期世田谷区障害福祉計画の状況報告

地域移行部会の活動報告を踏まえた地域移行に向けた取組み

各エリア自立支援協議会からの報告に基づく地域課題

地域移行部会

・「住まい」に焦点をあて退院後の地域生活を考えるをテーマとして活動
・「地域で支えよう退院後のすまい～アパート探し編～」、「第１回　出前地域
移行部会　桜ヶ丘記念病院編」「世田谷区の長期入院を解消するために、
皆で知恵を絞ろう～地域移行だよ全員集合～」をテーマに３回の部会を開
催した。

虐待防止・差別解消・権
利擁護部会

・「区民、その中でも障害者の健やかな生活の実現をめざす」をテーマとし
て活動
・障害者差別解消法の施行に伴い、世田谷区自立支援協議会を障害者差
別解消支援地域協議会として位置づけている。
・区に寄せられた障害者差別に関する相談・問い合せの内容や専門調査
員が対応した内容について、情報共有、今度の活動についての検討、障害
者差別解消に関連する活動等の実施。
・権利擁護・虐待防止は他協議会のイベント時に理解啓発活動を実施。

烏山エリア自立支援協
議会

・年間テーマ「制度のはざま」～高齢障害者の暮らしを考える～
・不動産業者にアンケートを実施しアンケート結果に基づくグループワーク
を年２回のエリア協議会で行い、地域や関係支援機関と連携して高齢障害
者の暮らしについて、支援者がどのような支援ができるかを検討している。

部会名称 活動内容

−96−

世
田
谷
区



エリア自立支援協議会での事例検討に関する事項

各エリア自立支援協議会からの報告に関する事項

【地域協議会の活動状況】　

１　協議会の協議事項

① 相談支援事業の運営体制に関すること

③ 地域移行・地域定着支援に関すること

⑤ 困難事例等の解決に向けた検討に関すること

⑥ 関係機関や他分野のネットワークに関すること

⑦ 社会資源の開発及び改善に関すること

⑧ 障害者差別解消法や条例、権利擁護に関すること

⑩ 障害福祉計画等に関すること

各エリア自立支援協議会からの報告に関する事項

虐待防止・差別解消・権利擁護部会からの報告に関する事項

第５期世田谷区障害福祉計画の状況報告

地域移行部会の活動報告を踏まえた地域移行に向けた取組み

各エリア自立支援協議会からの報告に基づく地域課題

地域移行部会

・「住まい」に焦点をあて退院後の地域生活を考えるをテーマとして活動
・「地域で支えよう退院後のすまい～アパート探し編～」、「第１回　出前地域
移行部会　桜ヶ丘記念病院編」「世田谷区の長期入院を解消するために、
皆で知恵を絞ろう～地域移行だよ全員集合～」をテーマに３回の部会を開
催した。

虐待防止・差別解消・権
利擁護部会

・「区民、その中でも障害者の健やかな生活の実現をめざす」をテーマとし
て活動
・障害者差別解消法の施行に伴い、世田谷区自立支援協議会を障害者差
別解消支援地域協議会として位置づけている。
・区に寄せられた障害者差別に関する相談・問い合せの内容や専門調査
員が対応した内容について、情報共有、今度の活動についての検討、障害
者差別解消に関連する活動等の実施。
・権利擁護・虐待防止は他協議会のイベント時に理解啓発活動を実施。

烏山エリア自立支援協
議会

・年間テーマ「制度のはざま」～高齢障害者の暮らしを考える～
・不動産業者にアンケートを実施しアンケート結果に基づくグループワーク
を年２回のエリア協議会で行い、地域や関係支援機関と連携して高齢障害
者の暮らしについて、支援者がどのような支援ができるかを検討している。

部会名称 活動内容

⑩ 権利擁護・虐待防止

２　協議会としての役割

② 情報共有・情報発信

④ 各分野の社会資源の共有化及び整合性の確認

⑤ 地域課題の整理

③ 分野を越えてのネットワークの構築

基幹相談支援センターを中心とした研修の実施

エリア協議会による福祉と教育の連携

各エリア協議会や部会での活動における情報共有、シンポジウムの実施。

各エリア協議会や部会、ＷＧでの活動における各関係機関との連携

各エリア協議会や部会での活動における情報共有

各エリア協議会ごとの活動による地域課題の抽出

各エリア協議会・部会からの報告を受けて本会での協議

障害福祉計画の取組み状況の把握

虐待防止・差別解消・権利擁護部会における理解啓発活動

⑥ 課題解決に向けての検討

３－１　協議会における地域課題

あがっている　　　　

３－２　地域課題の把握方法

① アンケート、ヒアリング等

⑦ 障害福祉計画等の進捗管理や調整

３－３　地域課題に対して取り組んだ、又は取り組んでいる内容

① 相談支援の質及び量　　　　

⑧ 障害児支援

⑪ 協議会の運営に関すること

各エリア、部会からの地域課題に対する本会への協議項目の見える化

② 全体会、専門部会、各種連絡会等
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【発表内容】

【その後の実施状況】

４－２具体的な取組状況

実施中

　各エリア、部会からの全区的な課題や課題解決に向けた提案をどのようなプロセスで運営会議及び本
会へ報告、協議事項としていくかの見える化を図るために、スケジュールイメージを作成した。今後、各エ
リア、部会に向けてのさらなる周知を行っていく。

４　平成30年度地域自立支援協議会交流会のグループ討議

４－１その後の実施状況

①私たちは〇〇区市町村に戻ったら、
まず〇〇をします。

②なぜなら、（①に決めた理由）
だからです。

課題を追うプロセスをきちんと立て、課題を共
有化、検証化し、提案にまで持って行けるよう
にする。

現状や部会等からの課題を、うまく上の会議体
にあげられていないため。

地域移行部会による地域移行に関するネットワクーク構築

⑪ 地域移行・地域定着支援
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